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文責：校長 赤﨑 好次

夏休みが終わり、８月２９日（月）から１学期後半が

スタートしました。

夏休み期間中、加久藤小学校では、特に大きな事故やけが等もなく、子ども達が元気に学校に

戻ってきました。１学期は、１０月７日（金）までです。

日中は、まだ蒸し暑さの残る日が続くこの時期。熱中症対策はもちろんのこと、感染症対策も

行いながら、子ども達の教育活動を進めて参ります。

８月２１日（日）は、「加久藤」まちづく

り協議会主催の「魚釣り体験」が、東長江浦

上の浜川原湧水公園で行われました。

当日は朝から激しい雨で、実施できるかど

うか大変心配されましたが、釣り体験が始ま

る９時過ぎからは絶好の天気となり、約２０

名の子どもと保護者が参加しました。

「魚釣り体験を通して、加久藤の自然のすばらしさに触れさせる」

という目的は十分達成させられたのではないかと思います。この日

のために、何日も前から計画を立て、準備していただきました、ま

ちづくり協議会の関係者の皆様に心から感謝いたします。

８月２１日（日）に予定していた奉仕作業は、悪天候によ

り、２８日（日）に延期しました。日程変更にもかかわらず、

多くの保護者の皆様にご協力を賜り、校内がとてもきれいに

なりました。大変お疲れ様でした。そして、ありがとうござ

いました。

また、奉仕作業で予定していた、理科室西側の溝掃除につ

いては、環境整備部長の坂元さんと職員で、きれいにするこ

とができました。

関係者の皆様のおかげで、校内がきれいになり、子ども達

も気持ちよく学校生活を送ることができています。「環境が

人を作る」と言われます。今後も子ども達の学習環境をしっ

かりと整えていきたいと思います。

裏面もご覧下さい



７日（金）１学期終業式

１１日（火）秋季休業日

１２日（水）２学期始業式

２２日（木） 市民図書館見学（２年） １３日（木）修学旅行（６年）

２７日（火） 食育授業（２の１） １４日（金）修学旅行（６年）

２８日（水） 食育授業（２の２） １７日（月）教育実習スタート（11/11まで）
就学児健康診断（文化センター） ２１日（金）参観日（午前中）

２９日（木） 就学児健康診断（文化センター） ２７日（木）宿泊学習（５年）

２８日（金）宿泊学習（５年）・秋の遠足

新型コロナウイルスの感染報告があった場合、文部科学省から先月出された最新のガイドライ

ンに沿って、設置者（市教育委員会）と協議しながら以下のように対応していきます。

１ 学校で感染者が確認された場合の対応

学校で児童や教職員の感染者が確認された場合は、感染した児童等について出席停止の措

置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務等により出勤さ

せないようにします。

２ 濃厚接触者等の特定について

昨年度は、濃厚接触者等の特定は保健所が行っていましたが、今年度より学校と設置者が

協議しながら行っています。

濃厚接触者等の特定については、感染者の発症（発熱や咳、鼻水等）２日前にさかのぼり

以下のような視点で特定していきます。

・ 感染者と同居又は長時間の接触があった者

・ 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者（１ｍ以内の距離

で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当

する場合がある）

・ 手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で、必要な感染予防策なし（※）で、

感染者と１５分以上の接触があった者（例えば感染者と会話していた者）

※ 必要な感染予防策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出し

マスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認する。

学校では、濃厚接触者の特定については、感染者の発症２日前の時間割等をもとに、給食時の

黙食、清掃やクラブ活動、委員会活動での様子、登下校中のマスクなしでの会話等について確認

しながら進めています。

また、マスク着用については、子ども達へ「室内ではマスクを着用しましょう。」「外で遊ぶ

時、又は体育の時間や登下校時は外してもよい。」「マスクをはずす時は、近距離での会話や大

声を出すことはやめましょう。」という指導をしています。

さらに、「身体的な理由等でマスクを付けられないという人もいるので、そのことについて周

囲が強要したり、何か言ったりすることがないようにする」ことも指導しています。

ご家庭でもご確認ください。


